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県営引野住宅 101 号館１期新築工事 

完成後全景 

85



１ 営繕工事の概要 

営繕課では、各局等からの工事依頼により、建築物等の設計や、工事の監理・検査等の営繕工事

を行い、県民の共有財産としてふさわしい施設とするため、耐久性・耐震性・メンテナンス等に優

れた建物となるように配慮している。また、誰もが使いやすいようにユニバーサルデザインへの対

応や、環境に配慮した省エネルギー対策などの新しい取組を行うとともに、コスト縮減による効率

的な予算執行など、適正な事業執行に努めている。 

令和６年度は、旧広島陸軍被服支廠１号棟ほか２棟安全対策工事、県営鯉港住宅 1 期新築その他

工事に着手した。 

令和７年度は、県営熊野住宅２期新築工事等に着手予定である。 

委託業務では、令和５年度までに実施した 23 件の広島型建築プロポーザル方式による設計者選定

に加え、令和６年度には三原旅客ターミナル（仮称）、警察本部別館庁舎（仮称）及び県営日吉台住

宅について、新たにプロポーザル方式により設計者選定を行った。 

 

２ 魅力ある建築物創造事業  

(1)  事業創設の経緯について 

国内外から多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出に向け、都市空間を形成する建築物

の魅力向上を重点的に進めるため、平成 25 年度に、魅力ある建築物創造事業を創設してい

る。 
 

(2)  事業の概要及び特徴について 

ア 事業のねらい 

広島県型の建築プロポーザル方式の確立により、魅力ある建築物の創出を推進するとと

もに、県内の魅力ある建築物の発掘・発信、クリエイティブな人材の育成など、民間建築

物への幅広い普及を促進することで、本県ブランドイメージの向上を図る。 

 

イ 事業の概要 

区  分 内     容 

魅力ある公

共建築物の

創造・発信 

○ 広島型建築プロポーザル方式の実施 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厳島港宮島口地区旅客ターミナル（左：H28 提案イメージ、右：完成写真） 

広島叡智学園中学・高等学校（左：H28 提案イメージ、右：完成写真） 
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○ 広島型建築プロポーザル方式の市町への普及促進（技術支援） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福山東警察署駅前交番庁舎（左：R3 提案イメージ、右：完成写真） 

 広島南警察署（左：R１提案イメージ、右：完成写真） 

R６実施事例  
海田東小学校校舎 

県営引野住宅 101 号館（左：R２提案イメージ、右：完成写真） 
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○ 事業成果の情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

R４実施事例 建物完成見学会（府中市こどもの国 こどもの広場トイレ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R５実施事例 建物完成見学会（三原市 三原中央方面隊屯所）  

 

○ その他情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R４ 情報発信イベント 2023（伊東豊雄氏×乾久美子氏×小野田泰明氏） 

R６ 建築家・原田真宏講演会～ひろしま建築学生チャレンジコンペ 2024 キックオフイベント
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民間建築物

への波及 

 

○ 魅力ある建物の発掘・発信イベント「ひろしまたてものがたり」の展開 
 
・「魅力ある建物」人気ランキング「ベスト 30」の選定 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

      

      

 
 

 

 

・ひろしまたてものがたりフェスタの実施 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

       ガイドツアー 

（上：広島県立美術館/比治山ホール・旧 ABCC 職員宿舎 

下：市営基町高層アパート/広島市立中央図書館） 

R６実施事例 ひろしまたてものがたりフェスタ 2024 

第１位 嚴島神社 
（廿日市市） 

第３位 阿多田灯台資料館 
（大竹市） 

第２位 原爆ドーム 
（広島市） 

第４位  
（広島市） 

第５位  
（広島市） 
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○ クリエイティブな人材の育成 

・「ひろしま建築学生チャレンジコンペ」の実施 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   左：広報チラシ 右上：審査会の様子 右下：最優秀作品完成予定パース 

R５実施事例（県営向ケ丘住宅集会所） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左：広報チラシ 右上：審査会の様子 右下：完成予定パース 

R６実施事例（大西旅客待合所） 

  

 
 

 

(3) 令和７年度の取組について 

区  分 内     容 

魅力ある公共 

建築物の創造・

発信 

○ 広島型建築プロポーザル方式の実施 

○ 広島型建築プロポーザル方式の市町への普及及び技術支援 

○ 事業成果（建築学生チャレンジコンペ等）の情報発信 

 ・トークイベント、完成見学会等 

民間建築物への

波及 

○ 県内の魅力ある建築物の発信イベント「ひろしまたてものがたり」の 

展開 

 ・「ひろしまたてものがたりフェスタ」の実施 

○ クリエイティブな人材の育成 

 ・公共建築物に係る「ひろしま建築学生チャレンジコンペ」の実施 
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３ 営繕工事の執行状況  
 令和６年度 主要営繕工事一覧  （１億円以上） 

（単位：千円） 

区

分 
工  事  名 工事箇所 

工

種 
契約金額 

着手 

年月日 

完成 

年月日 

備

考 

Ｒ

２ 

県立障害者リハビリテーションセンター 

わかば療育園外５棟新築その他工事 
東広島市西条町 

建

築 
2,568,712 2020/12/17 2024/01/26 

完

成 

県立障害者リハビリテーションセンター 

わかば療育園外５棟新築その他電気設備工事 
東広島市西条町 

電

気 
825,554 2020/12/17 2024/01/26 

完

成 

県立障害者リハビリテーションセンター 

わかば療育園外５棟新築その他空気調和設備工事 
東広島市西条町 

機

械 
698,500 2020/12/17 2024/01/26 

完

成 

県立障害者リハビリテーションセンター 

わかば療育園外５棟新築その他衛生設備工事 
東広島市西条町 

機

械 
627,000 2020/12/17 2024/01/26 

完

成 

Ｒ

３ 

広島南警察署庁舎新築その他工事 広島市南区出汐 
建

築 
2,090,019 2021/10/09 2023/07/14 

完

成 

広島南警察署庁舎新築その他電気設備工事 広島市南区出汐 
電

気 
441,853 2021/10/09 2023/07/14 

完

成 

広島南警察署庁舎新築その他機械設備工事 広島市南区出汐 
機

械 
328,790 2021/10/09 2023/07/14 

完

成 

東部こども家庭センター一時保護所新築その他工

事 
福山市瀬戸町 

建

築 
676,170 2022/03/16 2023/06/15 

完

成 

東部こども家庭センター一時保護所新築その他電

気設備工事 
福山市瀬戸町 

電

気 
158,164 2022/03/10 2023/06/15 

完

成 

東部こども家庭センター一時保護所新築機械設備

工事 
福山市瀬戸町 

機

械 
217,910 2022/03/10 2023/06/15 

完

成 

県立農業技術大学校空気調和設備改修工事 庄原市是松町 
機

械 
106,070 2022/10/22 2023/04/28 

完

成 

Ｒ

４ 

広島県立廿日市特別支援学校狭隘化解消に係る移

転整備に伴う校舎内部改修その他工事 
廿日市市阿品台西 

建

築 
236,509 2022/07/23 2023/08/31 

完

成 

広島県立安芸府中高等学校校舎１号棟内部改修そ

の他工事【１期工事】 
安芸郡府中町 

建

築 
255,468 2022/08/27 2023/12/13 

完

成 

広島県福山庁舎ＬＥＤ照明改修工事 福山市三吉町 
電

気 
106,700 2022/09/17 2023/09/22 

完

成 

広島県立呉工業高等学校校舎１号棟内外部改修工

事 
呉市阿賀北 

建

築 
332,259 2022/10/08 2024/01/31 

完

成 

広島県情報プラザ外壁改修その他工事 広島市中区千田町 
建

築 
277,433 2022/09/23 2023/08/31 

完

成 

広島県立高陽東高等学校校舎３号棟内外部改修そ

の他工事 
広島市安佐北区落合南 

建

築 
286,284 2022/10/06 2024/01/30 

完

成 

広島県立福山工業高等学校校舎５６号棟内外部改

修工事 
福山市野上町 

建

築 
134,057 2022/10/28 2023/08/31 

完

成 

県立びんご運動公園健康スポーツセンター冷温水

発生機更新工事 
尾道市栗原町 

機

械 
122,980 2022/11/08 2023/09/08 

完

成 

広島県庁舎東館ＬＥＤ照明改修工事 広島市中区基町 
電

気 
271,748 2022/11/05 2023/10/20 

完

成 

福川排水機場発電機棟新築工事 福山市神島町 
建

築 
133,228 2023/02/04 2023/11/30 

完

成 

県営安佐住宅２０号館ほか５棟電気容量改善工事 広島市安佐南区上安 
電

気 
130,460 2023/09/28 2024/3/29 

完

成 

（仮称）向原吉田トンネル換気設備工事 
安芸高田市向原町 

～吉田町 

機

械 
199,650 2022/12/14 2025/03/31 

完

成 

県営引野住宅Ａブロック（仮称）１期新築工事 福山市引野町 
建

築 
833,800 2023/03/08 2024/08/30 

完

成 

県営熊野住宅南ブロック（仮称）１期新築工事 安芸郡熊野町 
建

築 
1,369,500 2023/03/08 2025/01/31 

完

成 

県営熊野住宅南ブロック（仮称）１期新築機械設備

工事 
安芸郡熊野町 

機

械 
207,329 2023/03/08 2025/01/31 

完

成 

（仮称）向原吉田トンネル非常用設備工事 
安芸高田市向原町 

～吉田町 

電

気 
415,390 2023/03/17 2025/03/31 

完

成 

県営引野住宅Ａブロック（仮称）１期新築電気設備

工事 
福山市引野町 

電

気 
113,848 2023/03/08 2024/08/30 

完

成 

県営引野住宅Ａブロック（仮称）１期新築機械設備

工事 
福山市引野町 

機

械 
178,417 2023/03/08 2024/08/30 

完

成 

県営熊野住宅南ブロック（仮称）１期新築電気設備

工事 
安芸郡熊野町 

電

気 
159,500 2023/08/03 2025/01/31 

完

成 

県営安佐住宅２、３号館外壁改修その他工事 広島市安佐南区上安 
建

築 
112,640 2023/11/14 2024/07/19 

完

成 

県営長寿園南高層住宅１号館外壁改修その他工事

（第４工区） 
広島市中区西白島町 

建

築 
272,800 2023/12/07 2024/10/11 

完

成 

県営牛田高層住宅外壁改修その他工事（第１工区） 広島市東区牛田新町 
建

築 
169,400 2024/01/16 2025/01/17 

完

成 

県営東観音住宅１号館外壁改修その他工事 広島市西区観音町 
建

築 
275,000 2024/01/16 2024/12/27 

完

成 

Ｒ

５ 

県営廿日市住宅３２、３４号館外壁改修その他工

事 
廿日市市阿品台西 

建

築 
116,294 2023/07/27 2024/03/17 

完

成 

県立美術館ＬＥＤ照明設備改修工事【１期工事】 広島市中区上幟町 
電

気 
244,200 2023/08/25 2024/03/29 

完

成 
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広島県立広島井口高等学校校舎９号棟内外部改修

その他工事 
広島市西区井口明神 

建

築 
124,857 2023/08/25 2024/03/29 

完

成 

広島県東部建設事務所三原支所本館空気調和設備

改修工事 
三原市円一町 

機

械 
128,574 2023/08/26 2024/03/29 

完

成 

ひろしま国際プラザＬＥＤ照明設備改修工事 東広島市鏡山 
電

気 
103,774 2023/08/25 2024/02/29 

完

成 

県立総合体育館昇降機設備１・２号機更新工事 広島市中区基町 
電

気 
143,000 2023/06/30 2025/03/14 

完

成 

（仮称）向原吉田トンネル電気通信設備工事 
安芸高田市向原町 

～吉田町 

電

気 
270,295 2023/07/07 2025/03/31 

完

成 

（仮称）向原吉田トンネル電気設備工事 
安芸高田市向原町 

～吉田町 

電

気 
370,700 2023/07/20 2025/03/31 

完

成 

広島光町合同庁舎電気設備改修工事 広島市東区光町 
電

気 
181,830 2023/07/12 2024/07/31 

完

成 

広島県立呉南特別支援学校狭隘化解消に係る校舎

新築工事 
呉市阿賀中央 

建

築 
511,500 2023/10/23 2024/12/27 

完

成 

広島光町合同庁舎機械設備改修工事 広島市東区光町 
機

械 
252,230 2023/08/04 2024/07/31 

完

成 

（仮称）広島光町合同庁舎改修その他工事 広島市東区光町 
建

築 
473,134 2023/08/31 2024/07/31 

完

成 

広島県立海田高等学校校舎３１号棟内部改修その

他工事 
安芸郡海田町つくも町 

建

築 
425,513 2023/09/23 2025/02/19 

完

成 

広島県立黒瀬特別支援学校狭隘化解消に係る校舎

新築その他工事 
東広島市黒瀬町 

建

築 
1,023,000 2023/12/20 2025/03/31 

完

成 

広島県立海田高等学校校舎３１号棟内部改修機械

設備工事 
安芸郡海田町つくも町 

機

械 
111,320 2023/09/20 2025/02/19 

完

成 

広島県庁舎北館内外部改修その他電気設備工事 広島市中区基町 
電

気 
335,500 2023/10/13 2026/03/31 

継

続 

広島県立海田高等学校校舎３１号棟内部改修電気

設備工事 
安芸郡海田町つくも町 

電

気 
143,000 2023/09/23 2025/02/19 

完

成 

広島県立黒瀬特別支援学校狭隘化解消に係る校舎

１８号棟ほか２棟内部改修その他工事 
東広島市黒瀬町 

建

築 
109,780 2023/10/03 2024/05/15 

完

成 

広島県総合グランド野球場スコアボード更新電気

設備工事 
広島市西区観音新町 

電

気 
184,360 2023/10/14 2025/03/31 

完

成 

広島県立安芸南高等学校校舎４号棟内外部改修そ

の他工事 
広島市安芸区矢野西 

建

築 
186,552 2023/11/01 2024/10/31 

完

成 

広島県庁舎北館内外部改修その他工事 広島市中区基町 
建

築 
489,500 2023/12/27 2026/03/31 

継

続 

広島県立黒瀬特別支援学校狭隘化解消に係る校舎

新築機械設備工事 
東広島市黒瀬町 

建

築 
177,210 2023/12/26 2025/03/31 

完

成 

広島県庁舎北館内外部改修その他機械設備工事 広島市中区基町 
機

械 
271,700 2024/01/16 2026/03/31 

継

続 

広島県立黒瀬特別支援学校狭隘化解消に係る校舎

新築電気設備工事 
東広島市黒瀬町 

電

気 
154,000 2023/12/26 2025/03/31 

完

成 

広島県立府中東高等学校校舎２号棟内外部改修そ

の他工事 
府中市土生町 

建

築 
238,370 2024/01/17 2024/12/06 

完

成 

広島県庁舎渡り廊下２ほか１棟耐震改修その他工

事 
広島市中区基町 

建

築 
187,000 2024/02/03 2024/12/27 

完

成 

広島県健康福祉センター空気調和設備更新工事

（３期） 
広島市南区皆実町 

機

械 
166,100 2024/02/03 2025/03/31 

完

成 

広島県立大門高等学校部室１９号棟ほか２棟土砂

災害特別警戒区域内既存建築物安全対策工事 
福山市幕山台 

建

築 
123,728 2024/02/08 2025/01/31 

完

成 

広島県立福山特別支援学校校舎１号棟ほか４棟屋

上防水改修工事 
福山市津之郷町 

建

築 
103,664 2024/02/16 2024/08/30 

完

成 

県立美術館ＬＥＤ照明設備改修工事【２期工事】 広島市中区上幟町 
電

気 
394,900 2024/03/14 2025/03/31 

完

成 

広島県立広高等学校校舎２８号棟内外部改修工事 呉市広大新開 
建

築 
154,880 2024/03/14 2024/12/24 

完

成 

広島県庁舎北館受変電設備更新工事 広島市中区基町 
電

気 
149,600 2024/03/23 2025/11/28 

継

続         

Ｒ

６ 

旧広島陸軍被服支廠１号棟ほか２棟安全対策工事 広島市南区出汐 
建

築 
2,307,800 2024/10/02 2027/02/17 

継

続 

県営鯉港住宅１期新築その他工事 広島市南区宇品西 
建

築 
1,468,500 2025/03/18 2026/09/30 

継

続 

広島港廿日市木材製品８号上屋新築工事 廿日市市木材港南 
建

築 
561,000 2024/12/18 2025/09/17 

継

続 

広島県立呉商業高等学校校舎２２号棟内外部改修

その他工事 
呉市広古新開 

建

築 
430,602 2024/09/26 2026/02/27 

継

続 

広島県三次庁舎第１庁舎空気調和設備改修工事 三次市十日市東 
機

械 
335,500 2024/10/17 2026/03/16 

継

続 

広島県立神辺高等学校校舎４１号棟内部改修その

他工事（１期工事） 
福山市神辺町川北 

建

築 
282,480 2025/02/19 2025/12/15 

継

続 

県立総合体育館大アリーナＬＥＤ照明設備改修工

事 
広島市中区基町 

電

気 
275,660 2024/10/26 2025/04/30 

継

続 

県立びんご運動公園陸上競技場電光掲示板更新工

事 
尾道市栗原町 

電

気 
268,400 2025/03/22 2026/01/23 

継

続 
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広島県立安芸府中高等学校校舎１号棟内部改修工

事【２期工事】 
安芸郡府中町山田 

建

築 
257,666 2024/08/29 2026/01/29 

継

続 

広島県立広島特別支援学校校舎７号棟ほか２棟内

部改修その他工事 
広島市安佐北区 

建

築 
255,772 2024/08/24 2025/06/27 

継

続 

広島県立呉商業高等学校校舎２２号棟内外部改修

その他電気設備工事 
呉市広古新開 

電

気 
253,991 2024/12/11 2026/03/31 

継

続 

西部こども家庭センター東広島支所内部改修その

他工事 
東広島市八本松町 

建

築 
253,000 2024/11/19 2025/07/31 

継

続 

広島県立御調高等学校校舎１９号棟内外部改修そ

の他工事 
尾道市御調町 

建

築 
231,000 2025/01/17 2026/03/30 

継

続 

広島県立福山誠之館高等学校校舎ＬＥＤ照明設備

改修工事 
福山市木之庄町 

電

気 
197,172 2024/09/19 2025/05/30 

継

続 

県税別館解体撤去その他工事 広島市中区基町 
建

築 
179,912 2024/10/25 2025/09/30 

継

続 

広島県立庄原実業高等学校校舎５３－３～５号棟

内部改修その他工事 
庄原市西本町 

建

築 
157,300 2024/12/07 2025/10/14 

継

続 

広島県立広島特別支援学校校舎７号棟ほか１棟内

部改修電気設備工事 
広島市安佐北区倉掛 

電

気 
151,800 2024/08/06 2025/07/31 

継

続 

三次警察署空気調和設備改修工事 三次市十日市中 
機

械 
147,338 2024/09/10 2025/06/30 

継

続 

広島県立広島中学校・広島高等学校校舎ＬＥＤ照

明設備改修工事 
東広島市高屋町中島 

電

気 
144,306 2024/11/09 2025/03/31 

完

成 

広島県立広島北特別支援学校空気調和設備更新工

事（２期） 
広島市安佐北区三入東 

機

械 
139,508 2024/06/25 2025/03/31 

完

成 

板ケ谷スノーステーション新築工事 山県郡安芸太田町板ケ谷 
建

築 
132,880 2024/11/30 2025/07/11 

継

続 

広島県立広島特別支援学校校舎７号棟ほか１棟内

部改修機械設備工事 
広島市安佐北区倉掛 

機

械 
131,062 2024/07/10 2025/07/31 

継

続 

広島県東部建設事務所三原支所南館改修工事 三原市円一町 
建

築 
126,743 2024/07/05 2025/03/14 

完

成 

広島県立海田高等学校屋内運動場外部改修その他

工事 
安芸郡海田町つくも町 

建

築 
119,020 2025/03/26 2025/11/20 

継

続 

広島県立三次青陵高等学校屋内運動場内部改修工

事 
三次市大田幸町 

建

築 
111,650 2025/03/03 2025/11/27 

継

続 

広島県庄原庁舎第１庁舎空気調和設備改修工事 庄原市東本町 
機

械 
111,430 2024/07/27 2026/03/20 

継

続 

広島県情報プラザ高圧真空遮断器等更新工事 広島市中区千田町 
機

械 
105,487 2024/07/23 2025/07/31 

継

続 

広島港宇品旅客ターミナル外壁改修その他工事

（１工区） 
広島市南区宇品海岸 

建

築 
102,797 2024/10/03 2025/10/31 

継

続 

小瀬川ダム車庫棟ほか１棟耐震改修その他工事 廿日市市浅原 
建

築 
101,302 2024/11/02 2025/11/28 

継

続 

（注）１．契約金額は、千円未満を四捨五入した。 

２．完成年月日は、契約工期末である。 
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※金額は百万円未満を四捨五入 

※金額は百万円未満を四捨五入 
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※金額は百万円未満を四捨五入 

96



 

 

     第 11 章 災害復旧      
 

         

 

 

令和６年発生災害 一級河川芦田川水系 論田川河川災害復旧工事（福山市熊野町） 

 

 

 

令和６年発生災害 二級河川沼田川水系 前谷川河川災害復旧工事（三原市大和町） 
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１ 災害復旧事業の概要 

災害復旧事業は、暴風、洪水、高潮、地震、その他異常な天然現象によって被災した公共土木施設

を復旧し、公共の福祉と住民生活の安定を図ることを目的としている。 
近年では、毎年のように公共土木施設災害が発生しており、非常に多くの災害復旧事業に取り組ん

でいるが、技術者の兼務制限の緩和等の不調・不落対策や下請けを含む建設事業者の確保に向けた取

組など、様々な観点から必要な対策を講じ、早期復旧に努めている。 
なお、令和６年及び過去における公共土木施設災害復旧事業の査定状況並びに本県における戦後の

主要な災害は、次のとおりである。 
 

２ 災害復旧事業の査定状況 
(1)  令和６年発生災害（広島市を除く）                （単位：件数、千円） 

工種 
県 市町 県・市町合計 

箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 

各
工
事
別
内
訳 

河川 85 1436,248 49 502,261 134 1,938,509 

海岸(港湾に 

係るもの） 
－ － － － － － 

砂防 24 359,371 － － 24 359,371 

急傾斜 － － － － － － 

道路 11 424,481 66 601,861 77 1,026,342 

橋梁 － －     1    59,971     1    59,971 

港湾 － － － － － － 

下水道 － － － － － － 

公園 － － － － － － 

合計 120 2,220,100 116 1,164,093 236 3,384,193 

 
(2)  過去の発生災害（広島市を除く） 

ア 箇所数                    （単位：件数） 

年災 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R 元年 R２年 R３年 R４年 R５年 R６年 

県 16 362 267 2,550 93 348 951 76 75 120 

市町 28 408 275 2,930 57 333 701 68 105 116 

合計 44 770 542 5,480 150 681 1,652 144 180 236 

 

イ 金額                   （単位：千円） 

年災 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R 元年 R２年 R３年 R４年 R５年 R６年 

県 137,967 3,351,199 3,181,043 63,032,991 1,104,005 6,001,987 19,166,268 1,999,943 1,599,841 2,220,100 

市町 162,285 2,519,470 1,881,903 35,513,405 328,011 2,888,525 6,245,896 493,701 796,787 1,164,093 

合計 300,252 5,870,669 5,062,946 98,546,396 1,432,016 8,890,512 25,412,164 2,493,644 2,396,628 3,384,193 
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３ 広島県の主要災害（昭和 20 年以降） 

発生 
年月日 

種
別 

気象 人的被害 家屋被害 土木被害 農地被害 その他 備考 

最大 
風速 

雨量  死者 負傷者 
行方 
不明 

全壊 半壊 
一部 
損壊 

床上 
浸水 

床下 
浸水 

河川 道路 橋梁 山崩 
田畑 
流失 

田畑 
冠水 

鉄道 船  

 
S20. 9.17 

 

台
風 

m/s 
30.2 

mm 
218.7 

人 
1,231 

人 
1,077 

人 
783 

戸 
2,185 

戸 
3,538 

戸 
－ 

戸 
24,193 

戸 
23,359 

か所 
1,303 

か所 
1,223 

か所 
1,103 

か所 
－ 

丁 
3,857 

丁 
10,651 

か所 
－ 

隻 
－ 

枕崎台風 

 
S25. 9.14 

 
〃 28.1 144.4 1 1 － 66 403 － 4,592 23,505 174 141 29 － 34 3,595 1 23 キジヤ台風 

 
S26.10.15 

 
〃 33.9 260･3 132 361 34 716 1,267 1,679 5,726 17,863 1,567 3,039 554 487 3,470 1,568 15 1,371 ル－ス台風 

S28. 6. 4 
  ～ 6. 7 

〃 13.2 239.7 2 － － 13 13 13 58 909 117 171 42 134 28 1,807 － 9  

S28. 7.16 
  ～ 7.22 

梅
雨 9.4 181.8 － 1 － 3 3 2 70 410 253 230 119 972 457 5,034 14 －  

S29. 9.13 
  ～ 9.14 

台
風 

26.2 167.0 2 9 － 30 331 447 10,509 22,912 93 314 5 5 813 4,862 － 33 ジェ－ン台風 

S35. 7. 7 
  ～ 7. 8 

梅
雨 

8.9 144.2 18 27 － 39 48 88 763 8,081 267 645 164 495 865 11,162 16 －  

S39. 6.24 
  ～ 6.27 

〃 9.7 269.0 7 20 － 5 13 2 47 4,264 328 230 － － 344 － － －  

S40. 6.18 
  ～ 6.21 

〃 5.7 291.0 17 28 － 33 82 53 4,353 34,741 1,077 397 85 － 154 － 39 －  

S42. 7. 7 
  ～ 7. 9 

〃 6.0 198.5 159 231 － 532 701 643 4,898 32,910 1,715 1,065 108 － 93 － 110 25 呉地区集中豪雨 

S44. 6.28 
  ～ 7. 8 

〃 － 511.0 7 21 － 23 37 133 595 10,237 827 924 13 317 44 6,371 8 －  

S47. 7. 9 
  ～ 7.14 

〃 6.7 552.0 35 105 4 349 2,170 486 5,169 11,031 7,360 4,637 313 950 169 か所 189 1 三次 564mm 

S47. 8.20 
  ～ 8.21 

低
気
圧 

9.5 206.0 2 9 － 16 19 60 512 4,950 8,703 5,696 332 1,220 714 か所 18 －  

S51. 9. 8 
  ～ 9.13 

台風 
前線 

21.5 457.0 16 29 － 29 35 123 321 6,353 3,219 2,828 22 － 
    

81.56ha 
40 －  

S54. 6.26 
  ～ 7. 2 

梅
雨 

－ 422.0 1 5 － 5 7 93 152 3,201 2,552 1,494 18 494 141ha 25 －  

S56. 6. 25 
  ～ 7. 4 

〃 － 618.0 4 11 － 2 5 55 22 902 1,823 1,570 4 2 652.1ha 50 － 
江田島町、呉市 
山崩れ 

S58. 7.20 
  ～ 7.23 

〃 － 518.0 － 2 － 8 3 14 73 538 2,857 1,274 19 － 201ha 8 － 昭和 58 年 7 月豪雨 

S60. 6.21 
  ～ 7. 6 

〃 － 
1,080.

0 
2 3 － 6 20 56 441 3,119 4,594 2,731 12 － 184 ha 14 ha 75 －  

S63. 7.20 
  ～ 7.21 〃 － 276.0 14 11 － 38 20 15 72 459 304 219 7 59 29.39ha 21 33  

H 3. 9.27 
  ～ 9.28 

台
風 

36.0 182.0 6 49 － 50 442 22,661 3,005 9,162 23 160 2 3 38 か所 88 668 台風第 19 号 

H 5. 6.28 
  ～ 7. 5 

梅
雨 

－ 142.0 4 1 － 1 1 14 5 285 667 619 3 2 36.00ha 4 －  

H11. 6.24 
  ～ 7. 3 

〃 － 446.0 31 59 1 101 68 300 1,284 2,763 1,767 963 18 － 2,638 か所 62 － 
平成 11 年 6 月 29 日 
梅雨前線豪雨 

H11. 9.23 
  ～ 9.24 

台
風 

32.1 145.0 5 60 － 2 7 1,296 141 1,033 206 160 2 － 178 か所 66 － 台風 18 号 

H13. 3.24 
地
震 

－ － 1 193 － 49 344 33,609 － － 53 704 8 － － － － 
平成 13 年芸予地震 
ﾏｸﾞﾆﾁｭ－ﾄﾞ 6.7 
最大震度 6 弱 

H16. 8.30 
  ～8.31 

台
風 

18.0 164.0 － 9 － 1 4 88 1,379 5,799 61 61 － － 11.48ha － － 台風 16 号 

H16.9.7 
 ～9.8 

〃 33.3 154.0 5 142 － 27 204 16,582 860 3,128 65 140 － － 6.60ha － － 台風 18 号 

H17.9.6 
 ～9.7 

〃 19.3 346.0 － 13 － 7 75 135 240 1,741 469 275 6 － 55.36ha － － 台風 14 号 

H18.7.14 
 ～7.21 

梅
雨 － 175.0 － － － － － 3 4 100 465 209 － － 90.82ha 3 － 梅雨前線豪雨 

H18.9.16 
 ～9.18 

台
風 

21.5 259.0 1 7 1 4 8 37 76 419 462 214 9 － 88.25ha － － 台風 13 号 

H21.7.19 
 ～7.27 

梅
雨 

－ 187.5 1 4 － 3 － 17 29 271 274 167 1 － 13.16ha 11 － 梅雨前線豪雨 

Ｈ22.7.11 
 ～7.16 

梅
雨 

－ 516.0 5 6 － 19 35 72 254 1,407 831 413 3 － 82.87ha 39 － 梅雨前線豪雨 

Ｈ26.8.19 
～8.21 

低
気
圧 

－ 287.0 74 69 － 179 217 190 1,086 3,097 395 162 － 1 15.94ha － －  

Ｈ30.7.5 
～7.8 

梅
雨 

－ 676.0 133 146 5 1,157 3,618 2,155 3,165 5,837 2,823 6,279 158 1,970 1,245.63ha 362 7 梅雨前線豪雨 
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発生 
年月日 

種
別 

気象 人的被害 家屋被害 土木被害 農地被害 その他 備考 

最大 
風速 

雨量  死者 負傷者 
行方 
不明 

全壊 半壊 
一部 
損壊 

床上 
浸水 

床下 
浸水 

河川 道路 橋梁 山崩 
田畑 
流失 

田畑 
冠水 

鉄道 船  

Ｒ03.7.7 
～7.8 

梅
雨 

－ 313     78 155 88 440 392 297 3 7 421ha 2  梅雨前線豪雨 

Ｒ03.8.11 
～8.25 

梅
雨 － 793 3 1  11 78 37 120 343 647 615 3 74 1,110ha 2  梅雨前線豪雨 
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   第１２章 公共用地･土地収用    
 
 

 

 

二級河川三津大川水系三津大川 災害復旧助成事業（東広島市安芸津町三津） 
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１ 公共用地の取得 

(1)  必要性 

活力ある県土の構築と安全で快適な環境づくりを推進していくためには、道路・港湾等の事

業による交通体系の整備、治水・砂防等の事業による県土の保全、下水道・公園事業による住

環境などの安定を図る整備が必要である。こうした事業を実施していくためには、公共用地の

取得等が不可欠である。 

 

(2)  事務の概要 

公共用地取得等の事務は、必要な事業計画の周知を図り、土地等の権利者との交渉を行って、

契約等の手続きを経て、土地等を事業用地として取得又は使用する事務である。 
国では、土地等を取得又は使用する場合の取扱いを統一するため、昭和 37 年に「公共用地

の取得に伴う損失補償基準要綱」が閣議決定された。 
本県においても、この要綱に従い「広島県の施行する公共事業に伴う損失補償基準」を制定

し、損失補償の方法、補償額算定の時期、土地等の取得又は使用に係る補償及びこれに伴い通

常生ずる損失の補償に関する規定を設けて、これに基づき用地取得事務の適正な執行に努めて

いるところである。 
 

(3)  取得促進の方策 

「公共用地取得促進プログラム」（平成 18 年３月制定）を定め、事業効果の早期発現と説

明責任の向上を図りながら計画的かつ積極的な用地取得に努めるとともに、先行取得制度の活

用を図りながら、用地保有量の適正な確保等に積極的に取り組んでいる。 
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（参考）用地取得の手順 

 

     公共事業のための用地取得は、次のような手順で進めている。 

 

① 計画及び計画策 

定のための調査 

 

 

 

 

 

 

 

② 準 備 

 

 

 

 

 

 

③ 調 査 及 び 

    測 量 等 

 

 
 
④ 調 書 の 作 成        

 

 
 
⑤ 補 償 金 額 

    の 算 定 等 

 
 
 
⑥ 用 地 交 渉        

 

 
 
⑦ 契 約 及 び        

  台 帳 の 作 成 

 
 
 
⑧ 登     記 

 
 
⑨ 検     査 

 
 
⑩ 支 払 

実 施 計 画 の 確 定 

 ・土地登記記録等の調査 

 ・公図の転写 

 ・建物登記記録等の調査 

 ・権利者等の確認調査 

      ↓ 

用 地 取 得 計 画 の 策 定 

      ↓ 

現 地 踏 査 

      ↓ 

説 明 会 等 の 開 催 

      ↓ 

幅 杭 の 打 設 

      ↓ 

実 地 調 査 
・土地境界の確認 
・物件等の確認 
・用地平面図の作成 

      ↓ 

調 書 の 作 成 

      ↓ 

補 償 金 額 の 算 定 

      ↓ 

補 償 金 明 細 表 の 作 成 

      ↓ 

用 地 交 渉 

      ↓ 

契 約 の 締 結 

      ↓ 

台 帳 の 作 成 

      ↓ 

登 記 の 嘱 託 

      ↓ 

契 約 履 行 の 確 認 

      ↓ 

補 償 金 の 支 払 い 
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２ 公共事業における用地取得実績 

用  地  費  及  び  補  償  費 

年度 
用地取得 

箇 所 数 

用 地 費 補 償 費 
計(千円) 

取得面積（㎡） 金 額(千円) 物件件数(建物)（件） 金 額(千円) 

R２ 508 467,375 2,943,225 563( 75) 7,951,326 10,894,551 

R３ 362 465,384 2,044,918   471( 67) 4,007,535 6,052,453 

R４ 425 563,203 2,004,874   596( 77) 3,997,810 6,002,684 

R５ 483 521,213 3,015,320 611( 84) 4,108,290 7,123,610 

R６ 460 464,560 9,174,408 565( 84) 4,764,075 13,938,483 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 土地収用制度の活用 

公共事業を円滑に推進するために、公共用地の取得に伴い必要に応じて、土地収用制度を活用し

ている。この制度は、大きく分けて次の二つの手続きがある。 

 

(1) 事業認定 

国土交通大臣又は都道府県知事が、事業が真に公共のためになるものであること等を確認し、

起業者に対して、土地を収用し、又は使用することができるという地位を付与する制度 

〇 大臣が認定する事業 ： 主に国又は都道府県等が起業者である事業 

〇 知事が認定する事業 ： 主に市町等が起業者である事業 
 

令和６年度における事業認定 

・大臣認定（起業者：広島県） 家下川２砂防工事 

・知事認定（起業者：市町等） 該当事業なし 

 

(2)  裁決 

収用委員会が、私有財産に対する正当な補償を定め、土地等の収用又は使用を決定する制度 

令和６年度における裁決申請件数（起業者：広島県） 

事  業  名 件数 

家下川２砂防工事 ２ 
 

169,819

152,524
142,436

125,109
117,994

4.5% 4.0% 4.2% 5.7% 11.8%

10,895

6,052 6,003
7,124

13,938

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

R２ R３ R４ R５ R６

用地補償費

（百万円）

事業費

（百万円）

年度

公共事業費（最終予算額）に占める用地補償費の推移
事業費

うち用地補償費

104



 

 

 

 

     第 13 章 建 設 業       
 

ひろしま建設フェア 2024 

建設企業ガイダンス 
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１ 建設産業の課題に対する取組  

  建設産業は、県民生活に欠くことのできない住宅・商業施設の整備や、生産・物流等の経済活動

に不可欠な社会資本整備の担い手として、さらに、地域経済、特に中山間地域においては、経済・

雇用を支える重要な産業として大きな役割を果たしてきた。 

  また、建設事業者は、県民が道路などの公共土木施設を安全で快適に利用できるよう、道路維持

業務や除雪などといった社会資本の適切な維持管理の担い手としても活躍してきた。 

  加えて、平成 30 年７月豪雨災害等の災害発生時には、地域に精通した建設事業者が応急復旧など

の迅速な対応を行い、その後も復旧・復興を現場で支えるなど、「地域の守り手」としての建設産業

の重要性が改めて認識されたところである。 

  しかしながら、建設産業を取り巻く環境は大きく変化してきており、この変化に対応することが必

要となっている。 

  本県の建設投資は、平成 22 年度にピーク時（平成３年度）の５割以下まで減少した後、国土強靭化

施策や平成 30 年７月豪雨災害からの復旧・復興工事により公共建設投資が増加、さらに都市開発・設

備投資等の民間建設投資も増加したことにより、近年は高い水準となっている。 

  一方で、建設産業の担い手（技術者や技能労働者等）は、高齢化が進むと同時に、若年者等の入職

者も少ないことから、担い手不足が常態化しており、十分な施工体制を組むことができないケースも

発生している。さらに、経営者の高齢化も進んでおり、今後廃業する建設事業者が増えていくと、地

域によっては建設事業者の空白地帯が発生し、地域経済や県民の安全で安心な生活に支障が出るこ

とも懸念されている。 

  このような課題は全国各地でも同様であり、政府では、建設産業の持続性を高めることを目的とし

て担い手３法の改正を進める他、人口減少・少子高齢化社会の中、人手不足を解消するためのデジタ

ル技術の活用等を推進してきた。 

  本県では、地域の持続的な発展と安全・安心を確保するために、建設産業の進むべき方向性と環境

整備を目的とした「広島県建設産業ビジョン」を平成 23 年及び平成 28 年に策定し、建設産業の課題

に対応した施策・取組を実施してきた。 

現在は、建設産業の課題や環境の変化を踏まえて令和３年３月に策定した「広島県建設産業ビジョ

ン 2021」に基づき、安全・安心な県土づくりに向けた具体的な施策・取組を実施している。 

 

 (1) 建設業の担い手確保・育成の推進  

    令和７年度の建設業の担い手の確保・育成に係る取組については、次のとおりである。 
   ア 建設業担い手３法の改正に向けた取組  

    改正担い手３法（適切な労務費の行き渡り、工期ダンピング防止など）が適切に運用され

るよう建設業者への周知や指導等を実施 

    

イ 建設業の魅力向上・発信の取組 

(ｱ) 担い手確保のための労働環境改善 

    魅力向上・従業員定着などにつながる労働環境の改善等に取り組み、新規雇用を拡大し

ようとする建設業者に対し、費用の一部を支援する。 

    (ｲ) 動画コンテンツ等を活用した情報発信  

       建設業のイメージアップに向けて、建設業の魅力、やりがい、社会的役割等について、

動画コンテンツ等を作製し、県ＨＰやＳＮＳなどにおいて発信 

    (ｳ) 建設業職人体験会の開催 

       建設業の様々な職種を体験し、適した職種を見つける機会を提供 
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   ウ 学生向け魅力発信・就職支援の取組  

    (ｱ) 建設企業ガイダンス 

       土木系学科及び建築学科に所属する就職活動間近の高校生を対象に、建設企業ガイダ

ンスを開催 

    (ｲ) 土木系・建築系学生向け説明会  

       土木系・建築系高校等において、若手技術者との意見交換や工事現場見学を通じた説明

会を開催 

    (ｳ) 女子学生と女性技術者との交流会 

       女子学生を対象に、女性技術者との交流会を開催 

 

エ 小中学生等向け魅力発信の取組 

    (ｱ) ひろしま建設フェア 2025   

       広島市内において、業界団体と連携した体験型イベントを開催 

    (ｲ) 小中学校等現場見学会  

       公共事業や建設業のイメージアップや理解浸透を図るため見学会を開催 

    (ｳ) 図書館での建設業魅力発信展示  

       主に子供向けの資料の配布や展示、建設重機や土木構造物、建築物等の魅力に関する

図書等の巡回展示を、庄原市立図書館で実施 

     

   オ 建設業における人材確保育成の取組 

    (ｱ) 若手技術者セミナー  

       若年者の離職対策として、若手技術者セミナーを開催 

    (ｲ) 技術者育成セミナー  

       技術者の技術向上等の取組として、技術者育成セミナーを開催 

 

 (2) 入札・契約制度の改善  

    令和７年度の建設工事等に係る入札・契約制度の主な改正については、次のとおりである。 

   ア 確かな競争力を発揮する建設産業 

   (ｱ) 発注標準の見直し 

      建設工事費の高騰を踏まえた基準額の引上げ 

   (ｲ) ダンピング対策の強化 

    完成後調査の実施対象の拡大（落札率が 90％未満の場合の調査義務化） 

    請負代金内訳書の確認強化（法定福利費に加え労務費の確認） 

   (ｳ) 指名除外基準の見直し 

      建設業法違反に対するペナルティ強化等 

イ 担い手確保と働き方改革 

(ｱ) 低入札価格調査制度における調査基準価格の下限値引上げ 

   調査基準価格の設定範囲の下限引上げ（82%→85%） 

    (ｲ) 建設キャリアアップシステムの利用促進 

    建設キャリアアップシステム活用工事の試行開始 

 (ｳ) 完全週休２日工事の試行導入 

       ３億円以上の建設工事を対象に完全週休２日工事の試行導入 

    (ｴ) 受発注者の事務負担の軽減 

       書類限定検査の拡大、提出様式の見直し 
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ウ 建設産業の生産性向上 

(ｱ) 総合評価落札方式の評価方法の見直し 

   ICT 活用実績に対する加点の強化 

   広島県建設分野の革新技術活用制度登録技術の活用実績に係る評価基準変更 

(ｲ) 遠隔臨場実施工事の拡大 

   遠隔臨場実施工事の発注者指定型による実施の拡大 

(ｳ) ICT 活用工事の拡大 

   ICT 活用工事の発注者指定型による実施の対象工事の拡大 

(ｴ) CIM 推進モデル業務の拡大 

   CIM 推進モデル業務の発注者指定型による実施の拡大 

 

２ 建設業の許可  

 建設業の健全な発展を促進し、適正な建設工事を確保するため、昭和 24 年に建設業法が制定さ

れ、同法の規定に基づき、一定規模以上※の建設工事を請け負うことを営業とする者は、建設業の許

可を受けなければならないこととされている。 

  ※一定規模以上＝１件の請負工事の規模が、①建築一式工事では請負代金 1,500 万円以上又は延

べ面積 150 ㎡以上の木造住宅工事、又は②建築一式工事以外では請負代金 500 万円以上の工事 

   各年度末における建設業許可業者数及び年間許可申請処理件数の推移は、次のとおりである。 
  建設業許可業者数の推移                          （単位：者） 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

知事許可業者 11,591 11,641 11,590 11,720 11,999 

 

西部建設事務所 6,592 6,613 6,571 6,648 6,728 

 〃   呉支所 844 845 841 842 850 

〃 東広島市所 744 755 752 769 780 

東部建設事務所 3,066 3,084 3,090 3,125 3,187 

北部建設事務所 345 344 336 336 454 

県内大臣許可業者 268 273 270 268 272 

合  計 11,859 11,914 11,860 11,988 12,271 

 

  年間許可申請処理件数（知事許可）                      （単位：件） 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

新  規 520 486 395 454 417 

業種追加 306 247 229 186 231 

更  新 2,431 2,623 2,398 1,127 1,590 

合  計 3,257 3,356 3,022 1,767 2,238 

 

    
３ 経営に関する事項の審査  

  経営事項審査は、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請負おうとす

る建設業者に対して受けることが義務付けられている審査で、公共工事に参加する建設業者の企業

力を経営規模等により適正に評価するための制度である。 

  なお、令和６年度における審査件数は、次のとおりである。 
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経営事項審査件数           （令和７年３月 31 日 現在） 
区 分 

事務所別 知事許可業者 

 西部建設事務所 1,189 

   〃    呉支所 315 

   〃    東広島支所 260 

 東部建設事務所 948 

 北部建設事務所 204 

合    計 2,916 

   

４ 入札参加資格審査  
  県が発注する建設工事等の競争入札等に参加しようとする建設業者に係る入札参加資格申請につ

いては、隔年で受け付けており、令和７・８年度分については、令和６年 11 月に受付を行い、令和

７年４月から令和８年９月まで随時追加の受付を行っている。資格認定は、各業者の経営事項審査

結果（客観的事項）と県工事成績、県の指名除外等の状況（主観的事項）を総合して行っており、

一部の業種を除き業種ごとに３～４の等級に区分し、これを発注の標準とする請負対象設計金額と

対応させて定めている。 

  一方、測量・建設コンサルタント等業務の委託契約の競争入札等に参加しようとする業者につい

ても、建設工事等と同様に隔年で入札参加資格申請を受け付けている。資格認定は、業務実績高や

技術者の状況等（客観的事項）と県の指名除外等の状況（主観的事項）を総合して行っており、そ

の他業務を除き分野ごとに３つの等級に区分し、これを発注の標準とする設計金額と対応させて定

めている。 

   令和７年３月 31 日現在における資格認定者数は、次のとおりである。 

   建設工事等入札参加資格認定状況       （令和７年３月 31 日 現在） 

 

 
入札参加資格認定者数 

建 設 工 事 等 
コンサルタント等 

知事許可業者 大臣許可業者 

県 内 2,136 140 322 

県 外 66 600 480 

合 計 2,202 740 802 

 （注）「県内」、「県外」については、建設工事等は主たる営業所、コンサルタント等は登記簿上の本店の所在地によ    
   り区分している。 

 
５ 建設工事の紛争処理  

  建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、広島県建設工事紛争審査会を設けその処理

に当たるとともに各種建設工事の紛争相談に応じている。 

  なお、令和５年度に広島県建設工事紛争審査会において処理した件数は、次のとおりである。 

  建設工事紛争取扱件数                           （単位：件） 

年 度 手  続 

前 年 度 

繰越件数 

（Ａ） 

当 年 度 

申請件数 

（Ｂ） 

当 年 度 

取扱件数 

（Ａ＋Ｂ） 

当 年 度 

終了件数 

（Ｃ） 

未 処 理 

件   数 

（Ａ＋Ｂ－Ｃ）

審理開催 

回  数 

令和６ 

あっせん 0 2 2 2 0 1 

調  停 1 3 4 3 1 4 

仲  裁 0 0 0 0 0 0 

合  計 1 5 6 5 1 5 
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６ 建設機械の打刻及び検認  

  建設機械抵当法に基づき、建設機械に関する動産信用の増進により建設工事の機械化の促進を図

るため建設機械に打刻し、また、打刻の検認事務を行っている。 

  打刻及び検認の件数                     （単位：件） 
 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

打 刻 2 1 0 1 0 

検 認 0 0 0 1 0 

 

７ 浄化槽工事業の届出・登録  

  昭和 60 年 10 月に浄化槽法が施行され、浄化槽工事業を営む者（浄化槽工事業者という。）は、都

道府県知事への登録が義務付けられた。 

  また、建設業法に基づき、土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている建設業者で

浄化槽工事業を営む者（特例浄化槽工事業者という。）は、登録にかえて届出が義務付けられた。 

   なお、浄化槽工事業者・特例浄化槽工事業者数の推移は、次のとおりである。 

   浄化槽工事業者・特例浄化槽工事業者数の推移                  （単位：者） 
区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

浄 化 槽 工 事 業 者 

県内 77 75 75 75 62 

県外 0 0 0 0 0 

合計 77 75 75 75 62 

特例浄化槽工事業者 

県内 631 639 604 604 583 

県外 79 79 80 80 81 

合計 710 718 684 684 664 

 

８ 解体工事業者の登録  

  建設廃棄物の適正な処置を目的として、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設

リサイクル法）が平成 12 年５月に制定され、平成 13 年５月からは、同法の規定に基づき解体工事

業を営む者（建設業法に基づく土木工事業、建築工事業及び解体工事業のいずれかの建設業許可を

有する者を除く。）は、都道府県知事への登録が義務付けられた。 

   なお、解体工事業の登録業者数の推移は、次のとおりである。 

   解体工事業の登録業者数                        （単位：者） 
区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

県 内 246 274 288 292 309 

県 外 14 15 15 16 21 

合 計 260 289 303 308 330 

 
９ 建設工事の統計調査  

  建設工事及び建設業の実態を把握するため行うもので、国の基幹統計として建設工事受注動態統

計調査（毎月１回）及び建設工事施工統計調査（年１回）を実施している。 
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○　総括表（１頁～６頁）

（１）道路事業

国 県 地　　元

5.5/10《5.0/10、5.5/10》{4.5/10} 4.5/10《5.0/10、4.5/10》{5.5/10} －

5.5/10《5.0/10、5.5/10》{4.5/10} 4.5/10《5.0/10、4.5/10》{5.5/10} －

1/2《5.5/10》{4.5/10} 1/2《4.5/10》{5.5/10} －

3/4、2/3、6/10 1/4、1/3、4/10 －

2/3《6/10》 1/3《4/10》 －

1/2(5.5/10)《5.0/10、5.5/10》{4.5/10} 1/2(4.5/10)《5.0/10、4.5/10》{5.5/10} －

3/4、2/3、6/10、5.5/10 1/4、1/3、4/10、4.5/10 －

5.5/10(6/10)[2/3]《6/10》 4.5/10(4/10)[1/3]《4/10》 －

5.5/10 4.5/10 －

15/30 13/30 2/30

15/30 14/30 1/30

15/30 13/30 2/30

15/30 14/30 1/30

補助 1/2 1/2 －

補助 6/10 4/10 －

補助 6/10 4/10 －

補助 5.5/10《1/2》 4.5/10《1/2》 －

補助 2/3《2/3》 1/3《1/3》 －

1/2《5.5/10》 1/2《4.5/10》 －

1/2《6/10》 1/2《4/10》 －

補助 1/2 1/2 －

5.5/10 4.5/10 －

6/10 4/10 －

補助 5.5/10 4.5/10 －

補助 5.5/10 4.5/10 －

補助 5.5/10 4.5/10 －

補助 5.5/10 4.5/10 －

補助 5.5/10 4.5/10 －

単独 － 10/10 －

単独 － 9/10 1/10

単独 － 9/10 1/10

単独 － 14/15 1/15

3/4 1/4 －

2/3【7/10】 1/3【3/10】 －

2/3 1/3 －

1/2 1/2 －

沿 道 環 境 2/3 1/3 －

1/2 1/2 －

2/3 1/3 －

注）道路事業の（　）は、地域高規格道路及び基幹道について適用する。［　］は、離島架橋について適用する。

　　《　》は、広域連携事業を除く交付金事業について適用する。

　　｛　｝は、交付金事業のうち広域連携事業について適用する。【　】は、高規格幹線道路について適用する。

土木建築局事業負担率表

負　　担　　区　　分

一 般

水 特

離 島

半 島

一 般

離 島

一 般

離 島

自 転 車 道 整 備 費 地 方 道

凍 雪 害 防 止 費 国 道 ・ 地 方 道

防 雪 費 国 道 ・ 地 方 道

道 路 災 害 防 除 費 国 道 ・ 地 方 道

除 雪 費 作 業 ・ 機 械

一 般

離 島

無 電 柱 化 推 進 事 業 費 国 道 ・ 地 方 道

一 般

離 島

土砂災害対策道路事業費 国 道 ・ 地 方 道

道路盛土のり面防災対策事業 国 道 ・ 地 方 道

踏 切 道 改 良 計 画 事 業 国 道 ・ 地 方 道

交通安全対策（地区内連携） 国 道 ・ 地 方 道

交通安全対策（通学路緊急対策） 国 道 ・ 地 方 道

交 通 安 全 施 設 費

道 路 改 良 費

道 路 舗 装 費

橋 梁 架 換 費

高 速 自 動 車 国 道 建 設 費

新 設 ・ 改 築

一 種

二 種

改 築

電 線 共 同 溝

災 害

事　　　　業　　　　名 区分

国

道

地
方
道

特
殊
改
良
費

国　道

補助

地方道

交 通 安 全 施 設 費 補助

道路メンテナンス事業費 補助

交 通 安 全

道
路
改
良
費

補助

直
轄
国
道
改
修
費
等
負
担
金

直轄

1

１　令和７年度土木建築局関係事業負担率表
１　令和７年度土木建築局関係事業負担率表

【令和６年度以前の債務負担行為の歳出化については、その年度の負担率を適用】
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（２）河川事業

国 県 地　　元

補助 1/2 1/2 －

補助 1/2 1/2 －

補助 1/2 1/2 －

補助 1/2 1/2 －

補助 1/2 1/2 －

補助 1/2 1/2 －

補助 1/2 1/2 －

河 川 情 報 基 盤
緊急整備事業費

補助 1/2 1/2 －

都市小河川改修費 市 町 施 行 補助 1/3 1/3 1/3

特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害
対 策 推 進 事 業 費 市 町 施 行 補助 1/2 1/4 1/4 

指 定 地 域 補助 1/2 1/2 －

一 般 地 域 補助 1/3 2/3 －

県 施 行 補助 1/3 2/3 －

市 町 施 行 補助 1/3 1/3 1/3

補助 1/2 1/2 －

高 潮 対 策 費 補助 1/2 1/2 －

宅地等水防対策
事 業 費

補助 1/2 1/2 －

補助 1/2 1/2 －

補助 1/2 1/2 －

補助 1/2 1/2 －

補助 1/2 1/2 －

補助 4/10 6/10 －

補助 1/2 1/2 －

補助 1/2 1/2 －

補助 1/2 1/2 －

河道・貯水池 補助 1/3 2/3 －

そ の 他 補助 4/10 6/10 －

補助 1/2 1/2 －

単独 － 10/10 －

7/10 3/10 －

2/3 1/3 －

建 設
機 械

2/3 1/3 －

7/10 3/10 －

2/3 1/3 －

1/2 1/2 －

5.5/10 4.5/10 －

注）「補助・単独」欄が「補助」の事業は、交付金事業を含む。

負　　担　　区　　分

広 域 河 川 改 修

総 合 流 域 防 災

河 川 メ ン テ ナ ン ス 事 業

住 宅 市 街 地 基 盤 整 備

事 業 間 連 携 河 川 事 業

特 定 都 市 河 川 改 修 事 業

総 合 流 域 防 災

都市基盤河川改修

特定都市河川改修

総 合 流 域 防 災

地 震 ・ 高 潮 対 策 河 川

土 地 利 用 一 体 型 水 防 災

河 川 災 害 復 旧 等 関 連 緊 急 事 業 費

災 害 復 旧 助 成

災 害 関 連

河 川 等 災 害 特 定 関 連 事 業 費

河 川 等 災 害 関 連 特 別 対 策 事 業 費

河 川 総 合 開 発

治 水 ダ ム 建 設

ダ ム 施 設 改 良

長寿 命 化 計 画 の 策 定 又 は 変 更

河 川 改 良 費

大 規 模

そ の 他

改 修 ・ そ の 他

ダ ム

特 定 構 造 物
河 川 工 作 物

都 市 水 環 境 整 備
河 川 調 査

災 害

事　　　　業　　　　名 区分

河 川 環 境
整 備 費

統 合
河 川
環 境
整 備

河 川
浄 化

河 川
利 用
推 進

河 川 災 害 関 連
事 業 費

河 川 総 合 開 発
事 業 費

堰 堤 改 良
事 業 費

堰 堤 改 良

改 修

河 川
改 修 費

直
轄
河
川
改
修
費
等
負
担
金

直轄

2
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（３）砂防事業

国 県 地　　元

通 常 ・

住 宅 関 連

補助 1/2 1/2 －

渓 流 1/2 1/2 －

一 般 1/2 1/2 －

9.5/20(19.5/40) 9.5/20(19.5/40) 1/20(1/40)

4.5/10(9.5/20) 4.5/10(9.5/20) 1/10(1/20)

大 規 模 斜 面
緊 急 改 築

4.5/10(9.5/20) 4.5/10(9.5/20) 1/10(1/20)

そ の 他 2/5(4.5/10) 2/5(4.5/10) 1/5(1/10)

1/2 1/2 －

大 規 模 斜 面 9.5/20 9.5/20 1/20

そ の 他 4.5/10 4.5/10 1/10

大 規 模 斜 面 4.5/10 4.5/10 1/10

そ の 他 2/5 2/5 1/5

1/2 1/2 －

9.5/20 9.5/20 1/20

4.5/10 4.5/10 1/10

1/2 1/2 －

9.5/20 9.5/20 1/20

4.5/10 4.5/10 1/10

補助 1/2 1/2 －

補助 1/2 1/2 －

補助 1/2 1/2 －

補助 1/3 2/3 －

補助 1/3 2/3 －

補助 1/3 2/3 －

補助 2/3 1/3 －

2/3 1/3 －

1/2 1/2 －

大 規 模 斜 面 9.5/20(19.5/40) 9.5/20(19.5/40) 1/20(1/40)

そ の 他 4.5/10(9.5/20) 4.5/10(9.5/20) 1/10(1/20)

大 規 模 斜 面 4.5/10(9.5/20) 4.5/10(9.5/20) 1/10(1/20)

そ の 他 2/5(4.5/10) 2/5(4.5/10) 1/5(1/10)

大 規 模 斜 面 9.5/20(19.5/40) 9.5/20(19.5/40) 1/20(1/40)

そ の 他 4.5/10(9.5/20) 4.5/10(9.5/20) 1/10(1/20)

大 規 模 斜 面 4.5/10(9.5/20) 4.5/10(9.5/20) 1/10(1/20)

そ の 他 2/5(4.5/10) 2/5(4.5/10) 1/5(1/10)

補助 1/2 1/2 －

補助 5.5/10 4.5/10 －

補助 1/2 1/2 －

補助 1/2 1/2 －

補助 1/2 1/2 －

補助 5.5/10 4.5/10 －

補助 1/2 1/2 －

単独 － 10/10 －

単独 － 10/10 －

－ 1/2 1/2

政 令 市 － 5/10 5/10

不 交 付 団 体 － 6.25/10 3.75/10

そ の 他 － 7.5/10 2.5/10

直轄 2/3 1/3 －

注）砂防事業の（　）は、崩壊により家屋が半壊以上の被害があるものについて適用
　　地域防災がけ崩れ対策事業で、政令市・不交付団体については、別の負担率を適用

注）「補助・単独」欄が「補助」の事業は、交付金事業を含む。

負　　担　　区　　分

通 常 砂 防 費

（ 個 別 ・ 総 合 流 域 防 災 ）

離 島 振 興 事 業 （ 総 合 流 域 防 災 ）

地 す べ り 対 策 事 業

（ 個 別 ・ 総 合 流 域 防 災 ）

砂 防 ・ 地 す べ り

砂 防 ・ 地 す べ り

公 共 施 設 関 連

一 般

砂 防 ・ 地 す べ り

公 共 施 設 関 連

一 般

通 常 砂 防 事 業 （ 情 報 基 盤 ）

地 す べ り 対 策 事 業 （ 情 報 基 盤 ）

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 （ 情 報 基 盤 ）

砂 防 基 礎 調 査 費 （ 総 合 流 域 防 災 ）

地 す べ り 基 礎 調 査 費 （ 総 合 流 域 防 災 ）

急 傾 斜 地 基 礎 調 査 費 （ 総 合 流 域 防 災 ）

災 害 関 連 緊 急 砂 防 事 業 費

渓 流

一 般

災 害 関 連 緊 急 雪 崩 対 策 事 業

砂 防 激 甚 災 害 対 策 特 別 緊 急 事 業 費

雪 崩 対 策 事 業 費 （ 総 合 流 域 防 災 ）

特 定 緊 急 砂 防 事 業 費

特 定 緊 急 地 す べ り 対 策 事 業 費

地 す べ り 激 甚 災 害 対 策 特 別 緊 急 事 業

大 規 模 特 定 砂 防 等 事 業

通 常 砂 防 費

地 す べ り 対 策 事 業

通常事業・緊急改築事業

直 轄 砂 防 事 業

事　　　　業　　　　名 区分

補助 1/2 1/2 －

補助

急傾斜地崩壊
対策事業費

補助

（ 個 別 ・ 総 合
流 域 防 災 ）

一 般

事業間連携
砂防等事業

補助
急傾斜

公共施設
関 連

一 般

砂防メン
テナンス

事業
補助

急傾斜

ま ち づ く
り 連 携 砂
防 等 事 業

補助
急傾斜

災 害 関 連 緊 急
地 す べ り 対 策
事 業 費

補助

災 害 関 連 緊 急
急 傾 斜 地 崩 壊
対 策 事 業 費

公共施設
関 連

補助

一 般

災 害 関 連 急
傾 斜 崩 壊 対 策
特 別 事 業 費

公共施設
関 連

補助

一 般

急 傾 斜 地
崩 壊 対 策
事 業 費

単独
災害関連
地域防災
がけ崩れ
対策事業

3
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（４）海岸事業

国 県 地　　元

5/10 4/10 1/10

11/20 8/20 1/20

5/10 4/10 1/10

11/20 8/20 1/20

10/30 17/30 3/30

10/30 18.5/30 1.5/30

4/10 5/10 1/10

5/10 4/10 1/10

11/20 8/20 1/20

5/10 4/10 1/10

10/30 17/30 3/30

10/30 18.5/30 1.5/30

5/10 5/10 －

11/20 9/20 －

直轄 2/3 1/3 －

（５）港湾事業

国 県 地　　元

4/10 3.5/10 2.5/10

5/10 2.5/10 2.5/10

4/10 3.5/10 2.5/10

9/20 6/20 5/20

8/10 2/10 －

6/10 3/10 1/10

1/3 2/3 －

5/10 5/10 －

上 物 5/10 2.5/10 2.5/10

用 地 4/12 5/12 3/12

廃 棄 物
埋 立 護 岸

4/12 5/12 3/12

5/10 2.5/10 2.5/10

1/3 2/3 －

補助 5/10 2.5/10 2.5/10

1/3 2/3 －

5/10 5/10 －

4/10 3.5/10 2.5/10

4/12 5/12 3/12

8/10 2/10 -

6/10 3/10 1/10

5/10 4/10 1/10

単独 － 2/3 1/3

補助 5/10 5/10 －

国際拠点港湾
（外貿に係る
もの）

5.5/10 2.25/10 2.25/10

重 要 港 湾 5.5/10 4.5/10 －

注）「補助・単独」欄が「補助」の事業は、交付金事業を含む。

負　　担　　区　　分

一 般

離 島

海 岸 メ ン テ ナ ンス 事 業 （ 一 般 ）

海 岸 メ ン テ ナ ンス 事 業 （ 離 島 ）

広 島 港

そ の 他

離 島

海 岸 メ ン テ ナ ン ス 事 業

一 般

離 島

一 般

離 島

直 轄 海 岸 保 全 施 設 整 備 費 負 担 金

負　　担　　区　　分

-5.5 ｍ 以 下 の 小 型 係 留 施 設 関 連

そ の 他

一 般

広 域 連 携

水 域 ・ 外 郭

係 留・ 臨 港 交 通 施設

一 般

離 島

産業廃棄物(一般廃棄物)
浚 渫 土 ・ 建 設 残 土

覆 砂等 及 び 海 浜 整備

沈 廃 船 処 理

効 果 促 進 事 業

一 般

離 島

水 域 ・ 外 郭 ・ 係 留
臨 港 交 通 施 設

そ の 他

水 域 ・ 外 郭

係 留・ 臨 港 交 通 施設

そ の 他

港 湾 改 良 事 業

港 湾 災 害 関 連 事 業

航 路 ・ 防 波 堤
係 留 施 設

臨 港 交 通 施 設

事　　　　業　　　　名 区分

高 潮 対 策 事 業 補助

海岸環境整備事業 補助

港 湾 海 岸
保 全 施 設
事 業

高 潮
一 般

補助

港 湾 海 岸
環 境 整 備 事 業

補助

港 湾 海 岸
災 害 関 連 事 業

補助

事　　　　業　　　　名 区分

国際拠点
・ 重 要

地 方

離 島

港湾メン
テナンス
事 業

港 湾 環 境
整 備 事 業

緑 地 一 般

補助

海域環境創造

港 湾 補 修 事 業 補助

地方創生港整備推進
交 付 金 事 業

一 般 補助

離 島 補助

直 轄 港 湾
改 修 費 等 負 担 金

直轄

4/6 1/6 1/6

国際拠点港湾

そ の 他

港 湾 改 修
事 業

補助

4
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（６）漁港事業

国 県 地元

5/10 3/10 2/10

外かく・水域施設 5/10 3/10 2/10

け い 留 輸 送 用 地 5/10 2.5/10 2.5/10

8/10 2/10 ―

6/10 3/10 1/10

5.5/10 4/10 0.5/10

(間接補助)
5/10

5/10

(間接補助)
5/10

（県費補助）
0.1/10

（交付金）
0.9/10

4/10

(直接補助)
5/10

（交付金）
1/10

4/10

5/10 3/10 2/10

(間接補助)
1/2

― 1/2

5/10 4/10 1/10

(間接補助)
1/2

― 1/2

5/10 4/10 1/10

5.5/10 4/10 0.5/10

5/10 4/10 1/10

5.5/10 4/10 0.5/10

10/30 17/30 3/30

10/30 18.5/30 1.5/30

5/10 3/10 2/10

8/10 2/10 ―

6/10 3/10 1/10

5.5/10 4/10 0.5/10

漁 港 改 良 事 業 単独 ― 2/3 1/3

市 町 事 業
指 導 監 督 費

1/2 1/2 ―

0.667 0.333 ―

0.8 0.2 ―

単 県 災 害
復 旧 事 業

単独 ― 10/10 ―

注）「補助・単独」欄が「補助」の事業は、交付金事業を含む。

負担区分

二 種

漁港集落排水施設設備を除く

漁 業 集 落 排 水　　　　　　　　
施　 設　 整 　備　　　　　　　　

※下水道事業債として
起債充当される施設

地方創生汚水処理施設整備
推 進 交 付 金

一 般

市 町 補 助

一 般

市 町 補 助

一 般

離 島

一 般

離 島

一 般

離 島

本 土

外 か く ・ 水 域 施 設

け い 留

輸 送 ・ 用 地

一 般

離 島

事業名 区分

水 産 流 通 基 盤 整 備 事 業
水産物供給基盤機能保全事業
漁 港 施 設 機 能 強 化 事 業
水 産 生 産 基 盤 整 備 事 業
漁 港 機 能 増 進 事 業

本
土

補助

三
種

離
島

漁 業 集 落 環 境 整 備 事 業 補助

漁 港 環 境 整 備 事 業

本

土
補助

離

島
補助

漁港海岸保全施設整備事業
（ 高 潮 ）

補助
漁港海岸保全施設整備事業
（ 海 岸 メ ン テ ナ ン ス ）

漁 港 海 岸 環 境 整 備 事 業
環境
整備

地 方 創 生 港 整 備 推 進
交 付 金 事 業

補助離

島

災 害 復 旧
事 業

補助

5

117



（７）都市計画事業

国 県 地　　元

補助 1/2(5.5/10) － 1/2(4.5/10)

16.5/30 9.5/30（11.5/30） 4/30（2/30）

15/30(16.5/30) 13/30(11.5/30)

単独 － 9/10(26/30) 1/10(4/30)

1/3 2/3 －

1/2 1/2 －

単独 － 10/10 －

直轄 2/3 1/3 －

2/3 0.5/3 0.5/3

1/2 0.5/2 0.5/2

1/2 0.5/2 0.5/2

単独 － 1/2 1/2

補助 10/10 － －

補助 1/2(1/3) － 1/2(2/3)

補助 1/2(5.5/10)

貸付 1/2

補助 1/3

（８）市街地再開発事業

国 県 地　　元

市　町：1/6

組合等：2/6

市　町：1/6

施行者：2/6

10/10 － －

（９）住宅事業

国 県 地　　元

補助 4.5/10(1/2) 5.5/10(1/2) －

補助 4.5/10(1/2) － 5.5/10(1/2)

補助 10/10 － －

補助 10/10 － －

補助 10/10 － －

補助 1/2(1/3、2/4)

補助 1/2(1/3) － 1/2(2/3)

補助 1/2(1/3)

補助 2/4 1/4 1/4

補助 10/10 － －

補助 1/2(1/3) － 1/2(2/3)

補助 1/2(1/3) － 1/2(2/3)

補助 1/2(1/3) － 1/2(2/3)

（10）災害復旧事業

国 県 地　　元

0.667 0.333 －

0.8 0.2 －

単独 － 10/10 －

補助 10/10 － －

補助 1/2 1/2 －

（11）空港事業

国 県 地　　元

単独 － 10/10 －

直轄 2/3 1/3×8/10 1/3×2/10

単独 － 1/2 1/2

注）「補助・単独」欄が「補助」の事業は，交付金事業を含む。

負　　担　　区　　分

公 共 団 体 土 地 区 画 整 理 事 業

街 路 事 業

用 地 及 び 補 償

施 設

都 市 公 園 事 業

直 轄 公 園 整 備 費
負 担 金

新 設

管 渠 等

公 共 関 連 単 独 流 域 下 水 道 事 業

市 町 都 市 計 画 事 業 指 導 監 督 費

都 市 再 生 土 地 区 画 整 理 事 業

組 合 土 地 区 画 整 理 事 業 費 1/2(4.5/10)

組 合 土 地 区 画 整 理 貸 付 事 業 費 1/2

宅 地 耐 震 化 推 進 事 業 2/3

負　　担　　区　　分

指 導 監 督

負　　担　　区　　分

住 宅 建 設 事 業

住 宅 建 設 事 業

住 宅 建 設 事 業
指 導 監 督 事 務 費

住 宅 市 街 地 総 合 整 備
事 業 指 導 監 督 事 務 費

住 宅 市 街 地 基 盤 整 備
事 業 指 導 監 督 事 務 費

住 宅 ・ 建 築 物 耐 震 改 修 事 業 1/2(2/3、1/4)

住 宅 ・ 建 築 物 ア ス ベ ス ト 改 修 事 業

災害危険区域内建築物防災改修等事業 1/2(2/3)

が け 地 近 接 等 危 険 住 宅 移 転 事 業

が け 地 近 接 等 危 険 住 宅
移 転 事 業 指 導 監 督 事 務 費

建 築 物 火 災 安 全 改 修 事 業

狭 あ い 道 路 整 備 等 促 進 事 業

住 宅 ・ 建 築 物 省 エ ネ 改 修 推 進 事 業

負　　担　　区　　分

一 般

離 島

－

市 町 指 導 監 督 事 務 費

査 定 設 計 委 託 費

負　　担　　区　　分

空 港 建 設 事 業

直 轄 空 港 建 設 費 負 担 金

広 島 ヘ リ ポ ー ト 整 備 事 業

事　　　　業　　　　名 区分

15/30(16.5/30) 13/30(11.5/30) 2/30

16.5/30 11.5/30
2/30

都 市 公 園 事 業 補助

流 域 下 水 道 事 業
処 理 場

補助

事　　　　業　　　　名 区分

市街地再開発事業費

組 合 等 施 行

補助

2/6 1/6

個 人 施 行 2/6 1/6

事　　　　業　　　　名 区分

事　　　　業　　　　名 区分

災 害 復 旧 事 業 費
補助

事　　　　業　　　　名 区分

街路事業 補助

6
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２ 土木建築局関係行政委員会等 
(1) 行政委員会 

名   称   広島県収用委員会 

任   務   公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用並びに損失の補償等に関する裁

決等を行う。 

根 拠 法   土地収用法 

構 成 等   委員７人及び予備委員で構成し、任命については県議会の同意を要する。 

所 管 課   土木建築局 土木建築総務課 

 
(2) 附属機関 

① 名   称  広島県公共事業評価監視委員会 

  任   務  知事の諮問に応じ、公共事業の事業評価について調査審議すること。 

  根 拠 法  広島県附属機関設置条例 

  構 成 等  公共事業の事業評価に関し識見を有する者６人以内で構成 

  所 管 課  土木建築局 土木建築総務課 

   
② 名   称  広島県建設工事紛争審査会 

  任   務  建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るためのあっせん、調停及び仲裁を

行う。このうち審査会の行った仲裁判断は、確定判決と同じ効力を有する。 

  根 拠 法  建設業法 

  構 成 等  人格高潔、識見の高い者（委員 15 人以内及び特別委員）で構成 

  所 管 課  土木建築局 土木建築総務課 

   

③ 名   称  広島県漁業補償調停委員会 
任   務  漁業補償に関して当事者間の公正な調整を図り、公共性の高い事業の円滑な推進

と漁業従事者の生活再建に寄与する。 

  根 拠 法  広島県漁業補償調停委員会設置条例 

  構 成 等  学識経験を有する者７人以内で構成 

  所 管 課  土木建築局 土木建築総務課 
 

④ 名   称  広島県あっせん委員 
任   務  土地の収用又は使用ができる事業の用に供するための土地等の取得に関する紛争

についてあっせんを行うこと。 

  根 拠 法  土地収用法 

  構 成 等  収用委員会が推薦する収用委員会の委員１名、学識経験者４名の計５名で構成 

  所 管 課  土木建築局 土木建築総務課 
 

⑤ 名   称  広島県仲裁委員 
任   務  土地の収用又は使用ができる事業の用に供するための土地等の取得に関する紛争

（土地等に係る対償のみに関するものに限る。）について仲裁を行うこと。 

  根 拠 法  土地収用法 

  構 成 等  収用委員会がその委員の中から推薦する者３名で構成 

  所 管 課  土木建築局 土木建築総務課 
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⑥ 名   称  広島県公共工事入札監視委員会 

任   務  県が発注する建設工事等の入札及び契約手続の運用状況等について調査審議する

ことにより、入札・契約過程及び内容について、その透明性を確保する。 

  根 拠 法  広島県公共工事入札監視委員会設置条例 

  構 成 等  学識経験を有する者５人以内で構成 

  所 管 課  土木建築局 建設産業課 

 
⑦ 名   称  広島県土地収用事業認定審議会 

  任   務  知事が事業認定に関する処分を行うとき、知事の諮問により事業認定の可否につ

いて調査審議し、意見を述べる。 

  根 拠 法  土地収用法 

  構 成 等  学識経験を有する者７人以内で構成 

  所 管 課  土木建築局 用地課 

 
⑧ 名   称  広島県水防協議会 

  任   務  広島県の水防計画その他水防に関する重要事項について調査審議し、及び関係機

関に対する意見陳述を行う。 

  根 拠 法  水防法 

構 成 等  会長１人並びに関係行政機関の職員、水防に関係のある団体の代表者及び学識経

験のある者からなる委員 15 人で構成 

  所 管 課  土木建築局 道路河川管理課 

 

⑨ 名   称  広島県土木建築局広島空港アクセス等情報システム公募型プロポーザル選定委員

会 

任   務  知事の諮問に応じ、公募型プロポーザル方式による契約の相手方の選定に関する

事項について調査審議する。 

根 拠 法  広島県附属機関設置条例 

  構 成 等  広島県職員、空港アクセス及び空港運営に関する専門的知識を有する者をもって 5

人以内で構成 

  所 管 課  土木建築局 空港振興課 

 
⑩ 名   称  広島県海域利用審査会 

任   務  海域の活用及び保全に関する重要事項を調査審議する。また、海域の使用につい

て知事が許可するに際し、知事の諮問に応じ、意見答申する。 

  根 拠 法  広島の海の管理に関する条例 

  構 成 等  学識経験を有する者 10 人以内で構成 

  所 管 課  土木建築局 港湾振興課 

 
⑪ 名   称  広島県広島港地方港湾審議会 

  任   務  広島港に関する重要事項の調査審議を行う。 

  根 拠 法  港湾法 

構 成 等  学識経験のある者、港湾関係者、県議会及び関係市町議会の議員、国の関係行政

機関の職員、県及び関係市町の職員計 30 人以内で構成 

  所 管 課  土木建築局 港湾漁港整備課 
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⑫ 名   称  広島県尾道糸崎港地方港湾審議会 

任   務  尾道糸崎港に関する重要事項の調査審議を行う。 

  根 拠 法  港湾法 

構 成 等  学識経験のある者、港湾関係者、県議会及び関係市町議会の議員、国の関係行政

機関の職員、県及び関係市町の職員計 25 人以内で構成 

  所 管 課  土木建築局 港湾漁港整備課 
 
⑬ 名   称  広島県福山港地方港湾審議会 

任   務  福山港に関する重要事項の調査審議を行う。 

  根 拠 法  港湾法 

構 成 等  学識経験のある者、港湾関係者、県議会及び関係市町議会の議員、国の関係行政

機関の職員、県及び関係市町の職員計 20 人以内で構成 

  所 管 課  土木建築局 港湾漁港整備課 

   
⑭ 名   称  広島県都市計画審議会 

任   務  都市計画法によりその権限に属させられた事項及び知事からの諮問事項を調査審

議し、また関係行政機関に建議する。 

根 拠 法  都市計画法 

構 成 等  学識経験者、関係行政機関の職員、市町長の代表者、県議会議員、市町議会の議

長の代表者をもって 30 人以内で構成 

  所 管 課  土木建築局 都市計画課 

 

⑮ 名   称  広島県屋外広告物審議会 

任   務  知事の諮問に応じ、屋外広告物に関する重要事項を調査審議する。 

根 拠 法  広島県屋外広告物条例 

構 成 等  県関係吏員、県商工会議所連合会関係者、県観光連盟関係者、屋外広告物の広告

業者、学識経験者をもって 13 人以内で構成 

所 管 課  土木建築局 都市計画課 

 

⑯ 名   称  広島県開発審査会 

任   務  開発行為等に関する処分若しくは不作為又は監督処分についての審査請求に対す

る裁決及び市街化調整区域における開発行為等で、知事が諮問した事項について

審議する。 

  根 拠 法  都市計画法 

構 成 等  法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関し、すぐれた経験と知識を

有する者７人で構成 

  所 管 課  土木建築局 都市環境整備課 

 

⑰ 名   称  広島県建築審査会 

任   務  建築基準法に規定する同意及び審査請求に対する裁決についての議決、並びに特

定行政庁の諮問に応じて重要事項を調査審議する。 

根 拠 法  建築基準法 

構 成 等  法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関し学識経験のあるもの７人

で構成 

所 管 課  土木建築局 建築課 
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⑱ 名   称  広島県建築士審査会 

任   務  建築士法の規定に基づき、二級及び木造建築士試験に関する事務をつかさどると

ともに、知事が行う処分のうち一定のものについての同意等同法によりその権限

に属させられた事項を処理する。 

  根 拠 法  建築士法 

構 成 等  建築士又は学識経験者をもって８人で構成 

所 管 課  土木建築局 建築課 
 
⑲ 名   称  広島県県営住宅管理等審議会 

任   務  知事の諮問に応じ、県営住宅入居者の選考に関する事項のほか県営住宅等の整備

及び管理に関する重要事項を調査審議する。 

  根 拠 法  広島県県営住宅設置、整備及び管理条例 

  構 成 等  県市町関係吏員、学識経験者、公益代表者若干名で構成 

  所 管 課  土木建築局 住宅課 
 

⑳ 名   称  広島県建築設計者選定委員会 

任   務  知事の諮問に応じ、県の発注する建築設計業務において、技術提案又は設計提案

の内容等に基づき契約の相手方を選定するための審査をする。 

  根 拠 法  広島県附属機関設置条例 

  構 成 等  広島県職員、関係行政機関の職員、学識経験する者をもって 30 人以内で構成 

  所 管 課  土木建築局 営繕課 

 

㉑ 名   称  広島県土木建築局３Ｄ都市モデルを活用したユースケース開発公募型プロポーザ

ル選定委員会 

任   務  知事の諮問に応じ、公募型プロポーザル方式による契約の相手方の選定に関する

事項について調査審議する。 

根 拠 法  広島県附属機関設置条例 

  構 成 等  広島県職員、三次市に関する専門的知識を有する者をもって 10 人以内で構成 

  所 管 課  土木建築局 都市計画課 
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土木建築局長

上下水道部付（局長）

会計管理者

常 務理事 城田　俊彦 常勤 理 事 藤田　士郎

理 事 黒川　幸雄 常勤 理 事 沖邉　竜哉

理 事 冨永　健三

副 理事長 上田　隆博
商工労働局長（兼）
産業政策審議官

（３）県が資本金の四分の一以上を出資している法人（令和７年４月１日現在）

基本情報

法人の名称 広島県土地開発公社 所 管 課 土木建築局用地課

所　在　地 広島市中区大手町二丁目11番15号 設立登記 昭和48年３月31日

役・職員の状況

県職員 元県職員 その他

常 勤 役 員 数 ４ 人 ０ 人 ４ 人 ０ 人

５ 人

常 勤 職 員 数 ９ 人 ３ 人 ０ 人 ６ 人

非 常 勤 役 員 数 ９ 人 ４ 人 ０ 人

常勤 理 事 梅田　泰生

理 事 下森　宏昭

組織の概要

役　職 氏　　名 県職員である者 備考 役　職 氏　　名 県職員である者 備考

理 事 長 藤原　直樹 常勤 理 事 植野　実智成

備　考

監 事 足立　太輝

理 事 小林　秀矩 監 事 青木　龍一

うち県出資額

県以外の出資者 なし

設 立 目 的 公共用地、公用地等の取得・管理・処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与する。

業 務 概 要
１　公有地取得事業
２　土地造成事業
３　附帯等事業

区　分 役職員数 備　考

基本財産等の額 30,000千円 30,000千円 県出資比率 100％

常務理事

事務局長

総 務 部

用 地 部

総務課

（７人）

統合事務局（土地開発公社、道路公社、住宅供給公社）

理 事 長

理 事

理 事 監 事

副理事長
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備　考

会計管理者

常務理事 黒川　幸雄 常勤 監 事 青木  龍一

常務理事 城田　俊彦 常勤 監 事 足立  太輝

副理事長 上田　隆博 常勤 理 事 石飛　和博

組織の概要

氏　　名 県職員である者 備考

理 事 長 藤原　直樹 常勤 理 事 藤田　士郎 土木建築局長

役　職 氏　　名 県職員である者 備考 役　職

人 ２ 人

常 勤 職 員 数 １７ 人 ８ 人 ２ 人

人 ０ 人

非 常 勤 役 員 数 ４ 人 ２ 人 ０

常 勤 役 員 数 ４ 人 ０ 人 ４

７ 人

役・職員の状況

区　分 役職員数 備　考県職員 元県職員 その他

設 立 目 的
　有料道路の新設、維持修繕その他の管理を総合的、効率的に行うことにより幹線道路の整備を促進して交通
の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与する。

業 務 概 要 　有料道路の新設、改築、維持修繕その他の管理及びこれに附帯する業務を行う。

所　在　地 広島市中区大手町二丁目11番15号 設立登記 昭和56年３月30日

基本財産等の額 ３，８５０，０００千円 うち県出資額 ３，８５０，０００千円 県出資比率 １００％

基本情報

法人の名称 広島県道路公社 所 管 課 土木建築局道路河川管理課

県以外の出資者 なし

維持管理課（５人）

安芸灘大橋有料道路管理事務所（２人）

総務課（７人）

理 事 長

常務理事

監 事

総務部長

道路部長

理 事

統合事務局（土地開発公社、道路公社、住宅供給公社）

副理事長

事務局長
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備　考

理 事 野曽原 悦子

理 事 安部 学 土木建築局付（部長） 常勤 監 事 藤岡　康一

副 理 事長 木村 良一 常勤 監 事 足立　太輝 会計管理者

組織の概要

氏　　名 県職員である者 備考

理 事 長 友道 康仁 常勤 監 事 濱田　芳弘

役　職 氏　　名 県職員である者 備考 役　職

人 ３ 人

常 勤 職 員 数 ７６ 人 １９ 人 ０ 人

人 １ 人

非 常 勤 役 員 数 ４ 人 １ 人 ０

常 勤 役 員 数 ３ 人 １ 人 １

５７ 人

役・職員の状況

区　分 役職員数 備　考
県職員 元県職員 その他

設 立 目 的

　広島市の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる指定
都市高速道路の新設、改築、維持、修繕、その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により、この地域
の地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄
与することを目的とする。

業 務 概 要

１ 広島市の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる
指定都市高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理。
２ 国、地方公共団体、西日本高速道路株式会社若しくは他の道路公社（以下「国等」という。）の委託に
基づく指定都市高速道路の管理と密接な関連のある道路の管理。
３ 指定都市高速道路の円滑な交通を確保するために必要な休憩所等の建設及び管理。
４ 国等の委託に基づく道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究。
５ 指定都市高速道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、
倉庫等の建設及び管理。
６ 委託に基づき、指定都市高速道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる
事務所等の建設及び管理。

所　在　地 広島市東区温品一丁目８番23号 設 立 登記 平成９年６月３日

基本財産等の額 ９１，５５４，６００千円 うち県出資額 ４５，７７７，３００千円 県出資比率 ５０％

基本情報

法人の名称 広島高速道路公社 所 管 課 土木建築局道路河川管理課

県以外の出資者 広島市（４５，７７７，３００千円，５０％）

企画調査課（ ９人）

技術管理課（ ３人）

交通管理課（１３人）

総 務 課（１１人）
理 事 長

企画調査部長

建 設 部 長

保 全 課（１３人）

用 地 課（ ４人）

建設第一課（ ８人）

建設第二課（ ８人）

理 事

総 務 部 長

保全管理部長

監 査 室（ ３人）

副理事長

監 事
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組織の概要

備　考

取 締 役 伊藤　敬一 監 査 役 吉岡　敬司

取 締 役 西野　仁 監 査 役 松本　智寛

取 締 役 新村　貴史 土木建築局　空港港湾担当部長 監 査 役 宮﨑　誠克

常 務 取 締 役 福島　吉浩 常勤 常 勤 監 査 役 清水　和則 常勤

常 務 取 締 役 縄谷　一久 常勤 取 締 役 内堀　達也

常 務 取 締 役 山中　裕之 常勤 取 締 役 佐藤　浩之輔

氏　　名 県職員である者 備考

代表取締役社長 甲田　良憲 常勤 取 締 役 家尾谷　成宏

役　職 氏　　名 県職員である者 備考 役　職

人 ８ 人

常 勤 職 員 数 ３０ 人 ２ 人 ２ 人

人 ３ 人

非 常 勤 役 員 数 ９ 人 １ 人 ０

常 勤 役 員 数 ５ 人 ０ 人 ２

２６ 人

役・職員の状況

区　分 役職員数 備　考県職員 元県職員 その他

設 立 目 的 広島県管理港湾施設の管理・運営を行う。

業 務 概 要

１　港湾施設、漁港施設、公共海岸及びこれらに準ずる又は付帯する公共施設等の維持管理及び運営
２　港湾施設、漁港施設及びこれらに準ずる又は付帯する施設等の整備、保有、賃貸、維持管理及び運営
３　国際拠点港湾広島港における埠頭群の運営
４　港湾施設の利用促進に寄与する集荷促進に関する業務　外

所　在　地 広島市南区宇品海岸一丁目13番13号 設 立 登 記 平成２年４月２日

基本財産等の額 １，０００，０００千円 うち県出資額 ５１０，０００千円 県出資比率 ５１％

基本情報

法人の名称 (株)ひろしま港湾管理センター 所 管 課 土木建築局港湾振興課

県以外の出資者
広島市（90,000千円、9.0％）、ヤマハ発動機株式会社（52,000千円、5.2％）
株式会社広島銀行（30,000千円、3.0％），マツダ株式会社（30,000千円、3.0％）
株式会社もみじ銀行（23,000千円、2.3％），株式会社中国新聞社（20,000千円、2.0％）　など15団体

（コンテナターミナル運営部）

（企画統括部）

（港湾サービス部）
（港湾サービス部）

（常務監査役）
（常務監査役）

（マリーナ振興部）

システムアドバイザー （１名）

（４名）

（２名）

（１名）

（４名）

（４名）

（６名）

（４名）

（５名）管理チーム

企画統括チーム

担当

常務取締役

常務取締役

代表取締役社長

常務取締役

五日市FA
※営業推進チームと兼務

営業技術チーム

営業推進チーム

福山営業所・松山詰所

港営チーム
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組織の概要

備　考

理 事 藤田　士郎 土木建築局長

理 事 福知　基弘

常務理事 黒川　幸雄 常勤 監 事 藤岡　康一

常務理事 城田　俊彦 常勤 監 事 足立　太輝

副理事長 上田　隆博 常勤 理 事 金澤　正裕

会計管理者

氏　　名 県職員である者 備考

理 事 長 藤原　直樹 常勤 理 事 木村　成弘 都市建築技術審議官

役 職 氏　　名 県職員である者 備考 役 職

３ 人

常 勤 職 員 数 ２６ 人 ４ 人 ５ 人 １７

非 常 勤 役 員 数 ６ 人 ３ 人 ０ 人

人

常 勤 役 員 数 ４ 人 ０ 人 ４ 人 ０ 人

業務概要
１　住宅の建設、賃貸、管理及び譲渡
２　宅地の賃貸、管理及び譲渡

役・職員の状況

区　分 役職員数 備　考県職員 元県職員 その他

設立目的 県民の住生活の安定を図るため、住宅の建設、経営及び賃貸管理を行う。

所 在 地 広島市中区大手町二丁目11番15号 設立登記 昭和41年３月31日

基本財産等の額 １０，０００千円 うち県出資額 ８，３００千円 県出資比率 ８３．０％

基本情報

法人の名称 広島県住宅供給公社 所 管 課 土木建築局住宅課

県以外の出資者 広島市（７００千円）、呉市（５００千円）、福山市（２５０千円）、三原市（１５０千円）、尾道市（１００千円）

理事長

常務理事

事務局長

総務部（８人）

住宅部（17人）

経営企画監

監 事

理 事

統合事務局（土地開発公社、道路公社、住宅供給公社）

総務課（７人）

事業促進・分譲販売促進

担当（４人）

住宅管理・入居促進担

当（３人）

建築営繕担当（２人）

㈱広島県住宅管理

センター（３人）

副理事長
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